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５文科教第６５４号 

令和５年７月１３日 

 

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 教 育 長 

殿 

各 指 定 都 市 教 育 委 員 会 教 育 長 

各 都 道 府 県 知 事 

各 指 定 都 市 ・ 中 核 市 市 長 

構造改革特別区域法第19条第１項の認定を 

受けた各地方公共団体の教育委員会教育長 

附 属 学 校 を 置 く 各 国 公 立 大 学 長 

各文部科学大臣所轄学校法人理事長 

構造改革特別区域法第12条第１項の 

認定を受けた各地方公共団体の長 

 

 

文部科学事務次官    

柳  孝 

 

 

「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」及び「性的な姿態

を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影

像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」による「教育職員等

による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」の一部改正等に

ついて（通知） 

 

 

 第 211回国会において成立し、令和５年６月 23日に公布された「刑法及び刑

事訴訟法の一部を改正する法律」（令和５年法律第 66号。以下「刑法等一部改

正法」という。）附則第 15条及び「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押

収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」

（令和５年法律第 67 号。以下「性的姿態撮影等処罰法」という。）附則第 14

条の規定により、「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」

（令和３年法律第 57号。以下「法」という。）の一部が改正され、令和５年７

月 13日に施行されます。 

また、本改正に伴い、「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関す

る基本的な指針」（令和４年３月 18日文部科学大臣決定。以下「基本指針」と

この度、「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」の
一部が改正されることに伴い、施行される内容の概要及び留意事項について
通知します。 
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いう。）の改訂を行いました。 

 これらの概要等は下記のとおりですので、その趣旨を十分御理解いただき、

適切に御対応いただきますようお願いします。 

 文部科学省においては、これまで、基本指針の策定、教育職員等や大学の教

職課程を履修する学生が児童生徒性暴力等の防止等に関する理解を深めるため

の動画の作成・公表、児童生徒等 1に対する性暴力等を行った教育職員等への

厳正な対処等の促進、子供たちを性暴力の加害者・被害者・傍観者にさせない

ための「生命（いのち）の安全教育」の推進など、教育職員等による児童生徒

性暴力等の防止等に関する総合的な施策を実施してきており、今後も引き続き、

児童生徒等の権利利益の擁護に資するよう、取組を一層推進してまいります。 

各都道府県教育委員会におかれては所管の学校及び域内の市区町村教育委員

会（指定都市教育委員会を除く。）に対して、各指定都市教育委員会におかれ

ては所管の学校に対して、各都道府県知事におかれては域内の市区町村（指定

都市・中核市を除く。）及び所轄の学校法人等（学校法人以外の私立幼稚園及

び私立幼保連携型認定こども園の設置者を含み、文部科学大臣所轄の学校法人

を除く。）に対して、各指定都市・中核市長におかれては所轄の幼保連携型認

定こども園に対して、各国公立大学長におかれてはその設置する附属学校に対

して、構造改革特別区域法（平成 14 年法律第 189 号）第 12 条第１項の認定を

受けた各地方公共団体の長におかれては所轄の学校設置会社に対して、周知を

お願いします。 

 本通知は関係資料と併せて文部科学省のホームページに掲載しておりますの

で、各関係者は、これまでの関係資料も含めて再度確認の上、教育職員等によ

る児童生徒性暴力等を根絶するとの法の基本理念を十分に理解し、児童生徒等

を教育職員等による性暴力等の犠牲者とさせないという断固たる決意の下、法

及び基本指針に基づく取組を、各関係者が一丸となって実効的に講じていただ

きますようお願いします。 

 

記 

 

第一 概要 

１ 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の一部改正

について 

（１）「児童生徒性暴力等」の定義（刑法等一部改正法附則第 15 条、性

的姿態撮影等処罰法附則第 14 条関係） 

 
1 「児童生徒等」とは、次に掲げる者をいう。（法第２条第１項） 

一 学校に在籍する幼児、児童又は生徒 
二 十八歳未満の者（前号に該当する者を除く。） 



- 3 - 

刑法等一部改正法において、不同意わいせつ（改正後刑法第 176 条）、

不同意性交等（同法第 177 条）及び 16 歳未満の者に対する面会要求等

（同法第 182 条）、並びに性的姿態撮影等処罰法において、性的姿態等

撮影（性的姿態撮影等処罰法第２条）、性的影像記録提供等（同法第３

条）、性的影像記録保管（同法第４条）、性的姿態等影像送信（同法第

５条）及び性的姿態等影像記録（同法第６条）に関する罪が新設等され

ることに伴い、「児童生徒性暴力等」の定義に関する法第２条第３項第

３号の規定について、当該罪に当たる行為を追加したこと。 

 

（２）経過措置（刑法等一部改正法附則第 16 条、性的姿態撮影等処罰法

附則第 15 条関係） 

改正後の法第２条第３項（第３号に係る部分に限る。）の規定は、刑

法等一部改正法の施行前に行われた改正後の刑法第 182 条の罪に当たる

行為及び性的姿態撮影等処罰法の施行前に行われた性的姿態撮影等処罰

法第２条から第６条までの罪に当たる行為については適用しないことと

する経過措置を設けることとしたこと。 

 

２ 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針の

改訂について 

１（１）の改正を踏まえ、児童生徒性暴力等の定義部分及び法第 15 条

第１項のデータベースの令和５年４月１日からの稼働を踏まえ、データベ

ース関係部分等について、所要の改訂を行ったこと。 

 

 

第二 施行期日 

  公布の日から起算して二十日を経過した日（令和５年７月 13 日）（刑法

等一部改正法附則第１条本文及び性的姿態撮影等処罰法附則第１条本文関

係）としたこと。 

 

 

第三 留意事項 

（１）経過措置について、刑法等一部改正法の施行前に行われた改正後の

刑法第182条の罪に当たる行為及び性的姿態撮影等処罰法の施行前に行

われた性的姿態撮影等処罰法第２条から第６条までの罪に当たる行為

については、改正後の法第２条第３項第３号の規定は適用せず、当該

行為は「児童生徒性暴力等」には該当しないこととしている。 

一方、当該行為の中には、改正前の法第２条第３項第３号から第５号
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までに掲げる行為にも該当する行為もある（例：児童生徒等の性的な部

位を撮影する行為（改正前の法第２条第３項第４号ロの通常衣服で隠さ

れている人の身体を撮影する行為、改正後の法第２条第３項第３号の性

的姿態撮影等処罰法第２条の罪に当たる行為に該当）等）。 

本経過措置は、あくまで本改正によって法第２条第３項第３号に追加

された行為（改正後の刑法第182条又は性的姿態撮影等処罰法第２条か

ら第６条までの罪に当たる行為）に関して適用するものであるから、上

記のように改正前の法第２条第３項第３号から第５号までに掲げる行為

にも該当する行為まで適用対象から除くものではない。 

したがって、刑法等一部改正法及び性的姿態撮影等処罰法（以下「改

正等法」という。）の施行前に行われた、改正前の法第２条第３項第３

号から第５号までに掲げる行為に該当する行為には、本経過措置は適用

されず、改正前の法第２条第３項第３号から第５号までのいずれに該当

する行為であるかを判別して失効・取上げの処分を行うこと。 

 

（２）法第15条第１項に規定するデータベースへの特定免許状失効者等2に

関する情報の記録に当たり、失効・取上げの原因類型3に関する項目に

ついては、免許状の失効・取上げの原因となった行為の時点において

適用される根拠条文に基づいて記録すること。したがって、（１）の

とおり、刑法等一部改正法の施行前に行われた改正後の刑法第182条の

罪に当たる行為及び性的姿態撮影等処罰法の施行前に行われた性的姿

態撮影等処罰法第２条から第６条までの罪に当たる行為のうち、改正

前の法第２条第３項第３号から第５号までに掲げる行為に該当する行

為については、改正前の法第２条第３項第３号から第５号までのいず

れかの該当号を記録すること。 

（例１）改正等法の施行前に行われた行為が原因で、改正等法の施行前

に免許状の取上げ処分を行い、改正法等の施行後にデータベース

に記録する場合 

       →改正前の法第２条第３項における該当号を記録 

（例２）改正等法の施行前に行われた行為が原因で、改正等法の施行後

に免許状の取上げ処分を行い、改正法等の施行後にデータベース

に記録する場合 

 
2 「特定免許状失効者等」とは、児童生徒性暴力等を行ったことにより免許法第 10 条第１項

（第１号又は第２号に係る部分に限る。）の規定により免許状が失効した者及び児童生徒性

暴力等を行ったことにより同法第 11 条第１項又は第３項の規定により免許状取上げの処分

を受けた者をいう。（法第２条第６項） 
3 法第２条第３項第１号相当など、失効・取上げの原因となった性暴力等の行為の該当条項を

示す。 
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       →改正前の法第２条第３項における該当号を記録 

 

 

第四 児童生徒性暴力等の防止等に係る実効性の確保 

  教育職員等 4による児童生徒性暴力等を根絶するためには、法の基本理念

を踏まえ、児童生徒性暴力等の防止、児童生徒性暴力等の早期発見及び対

処、特定免許状失効者等に対する免許状の再授与審査など、法や基本指針

に定める様々な施策を、国、地方公共団体、任命権者等、学校の設置者、

学校、教育職員等の関係者が一丸となって実効的に講じていく必要がある

こと。特に、令和５年４月１日から稼働しているデータベースについて、

法にのっとり適切に運用すること等を含め、児童生徒性暴力等の未然防止

に努めるとともに、早期発見及び対処にかかる必要な措置が適切に行える

よう、改めて法の趣旨を確認し、徹底を図ること。具体的には、例えば、

以下のことに留意すること。 

 

１ 採用時における採用希望者の経歴等の確認について 

（１）教育職員等を任命又は雇用するときは、「教員による児童生徒に対

するわいせつ行為の防止に資する教員採用段階における取組に関する

調査結果について」（令和２年 12 月 24 日付け２教教人第 32 号総合

教育政策局教育人材政策課長通知）や「教育職員等による児童生徒性

暴力等の防止等に関する法律の一部の施行について」（令和５年３月

24 日付け４文科教第 1806 号文部科学事務次官通知）等でも累次に渡

り通知しているとおり、採用関係書類においても賞罰欄等を設けた上

で、刑事罰のみでなく、懲戒処分歴や児童生徒性暴力等の懲戒処分の

原因となった具体的な理由の明記を求めたりすることなどにより、任

命又は雇用を希望する者の経歴等を十分に確認し、適切な判断を行う

ことが必要であること。このことは、前職の有無や、免許状の種類、

常勤・非常勤・任期付任用・臨時的任用・再任用・会計年度任用職員

等の任用形態、フルタイム・パートタイム等の勤務時間等によらず、

全ての場合において必要であること。その際、当該任命又は雇用を希

望する者の本籍地の市町村に対して犯歴情報の照会等を行うことも考

えられること。 

 

 

 
4 「教育職員等」とは、教育職員（免許法第２条第１項に規定する教育職員をいう。以下同

じ。）並びに学校の校長（園長を含む。）、副校長（副園長を含む。）、教頭、実習助手及

び寄宿舎指導員をいう。（法第２条第５項） 
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 ２ 特定免許状失効者等に係るデータベースへの情報の記録等について 

（１）免許管理者（教育職員免許法（昭和 24 年法律第 147 号。以下「免

許法」という。）第２条第２項（構造改革特別区域法第 19 条第１項

の規定により読み替えて適用する場合を含む。）に規定する各都道府

県教育委員会及び認定市町村の教育委員会をいう。以下同じ。）は、

当該都道府県又は認定市町村において教育職員の免許状を有する者が

特定免許状失効者等となったときは、法第 15 条第１項の情報を同項

のデータベースに迅速に記録することその他必要な措置を講ずること

が義務付けられていること（法第 15 条第２項）。 

 

（２）データベースへの記録は、官報への公告を待つことなく、失効・ 

取上げの効力が発生した日の翌日（行政機関の休日に関する法律（昭

和 63 年法律第 91 号）第１条第１項各号に定める休日を除く。以下同

じ。）までに迅速に行うこと。また、官報に公告がなされた後、速や

かに官報公告年月日、官報号数等の官報情報をデータベースに記録す

ること。 

 

（３）懲戒免職処分又は解雇の前に禁錮以上の刑が確定したことにより免

許状が失効するような場合などにおいて、所轄庁からの通知等によ

り、児童生徒性暴力等を行ったことは確実であるが、免許管理者にお

いて、データベースへの記録に必要な失効・取上げの原因となった性

暴力等の原因類型の把握を、失効・取上げの効力が発生した日の翌日

までに行うことが困難な場合も想定される。その際、当該者が児童生

徒性暴力等を行った事実が確実に認められる場合については、更なる

本人への聴き取りや調査等によってその具体的な原因類型が特定され

るのを待つことなく、データベースに記録することとされている他の

項目を速やかにデータベースに記録すること。また、失効・取上げの

原因類型についても、速やかに事実関係の把握を行った上で、データ

ベースに記録すること。 

 

（４）データベースへの記録が必要な項目に関する事実関係の特定が困難

な場合において、当該者が児童生徒性暴力等を行ったことにより刑に

処せられたかどうか等の事実関係を正確に識別するため、任命権者等

において、本人に対する聴き取り調査のほか、裁判の傍聴を行うこと

も考えられること。また、これらによっても当該者が児童生徒性暴力

等を行ったことにより刑に処せられたかどうかの事実関係の特定が困

難な場合は、免許管理者は、例えば、地方検察庁に対して刑事確定訴
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訟記録法（昭和 62 年法律第 64 号）に基づく保管記録の閲覧請求を行

うことも考えられること。 

 

（５）免許管理者は、データベースへの記録に伴い、過去の失効・取上げ

事案で、万一これまでに官報公告していないものが発覚した場合に

は、任命又は雇用において免許状の有効性等を確認する際に重大な支

障が生じることとなるため、免許法第 13 条第１項に基づき、遺漏な

くかつ速やかに公告すること。なお、データベースへの記録をもっ

て、官報への公告が不要となるわけではないことに留意すること。 

 

３ 法の趣旨の再確認と徹底 

（１）法における児童生徒性暴力等は、被害を受けた児童生徒等の同意

や、当該児童生徒等に対する暴行、脅迫等の有無を問わず、刑法上の

性犯罪の対象とならない行為も含め、全て法律違反となることなども

踏まえ、学校の設置者やその設置する学校は、未然防止に全力を尽く

すとともに、このような事案が発生した場合は厳正に対処すること。 

上記のような法の趣旨及び今回の改正を受け、法の趣旨を踏まえた適

正かつ厳格な懲戒処分の徹底に向けて、改めて処分基準や対処マニュア

ルが適切なものであるか、点検・見直しを行うこと。 

 

（２）法の趣旨及び基本理念について、児童生徒等に関わる全ての教育職員

等一人一人が理解し、共通認識を持った上で、児童生徒性暴力等の防止

に向けて一体的かつ組織的な対策を講じていくことが極めて重要である

ことを踏まえ、校内研修を様々な機会を捉えて継続的・計画的に実施す

るなど、教育職員等に対する研修・啓発の取組を徹底し、児童生徒性暴

力等の防止等に関する服務規律の徹底を図ったうえで、事案が発生した

場合には、 

・教育職員等、地方公共団体の職員その他の児童生徒等からの相談に

応じる者は、教育職員等による児童生徒性暴力等の事実があると思

われるときは、学校又は学校の設置者への通報その他適切な措置を

とり、教育職員等、地方公共団体の職員その他の児童生徒等からの

相談に応じる者は、犯罪の疑いがあると思われるときは、並行し

て、速やかに、所轄警察署に通報しなければならないこと（法第

18条第１項及び第２項）。 

・児童生徒等からの相談に応じる者が公務員である場合であって、犯

罪があると思われるときは、刑事訴訟法の定めるところにより告発

をしなければならないこと（法第 18条第３項）。 
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・学校は、教育職員等による児童生徒性暴力等の事実があると思われ

るときは、直ちに設置者に通報するとともに、児童生徒等の人権及

び特性等に配慮する等の適切な方法にて事実の有無の確認を行うた

めの措置を講じ、設置者に報告しなければならないこと。（法第

18条第４項及び第５項） 

・学校の設置者は、初期の段階から事案の対処のために積極的に対応

する必要があり、学校に対して必要な指導・助言を行うとともに、

事案の関係者と直接の人間関係や特別の利害関係のない専門家の協

力を得て、公正性・中立性が確保されるよう事実確認の調査を行

い、任命権者等による懲戒の実施などの厳正な対処につなげること

が必要であること。 

等について徹底すること。 

 

４ その他 

児童生徒性暴力等の防止等については、法や基本指針のほか、「教

育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の一部の施行

について」（令和５年３月 24 日付け４文科教第 1806 号文部科学事務

次官通知）も十分に了知すること。 

 

 

第五 関連資料 

 児童生徒等に対し性暴力等を行った教員への厳正な対応について（文部科学省 HP） 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/mext_00001.html 

 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の公布について

（令和３年６月 11 日付け３文科教第 268 号文部科学事務次官通知） 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/mext_01584.html 

 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針（令和

４年３月 18 日文部科学大臣決定）  

https://www.mext.go.jp/content/20220323-mxt_kyoikujinzai01-

000011979_02.pdf 

 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の一部 

の施行について（令和５年３月 24 日付け４文科教第 1806 号文部科学事務

次官通知） 

https://www.mext.go.jp/content/20230324-mxt_kyoikujinzai02-

100000009_9.pdf 

 児童生徒への性暴力等の防止に向けた啓発動画（文部科学省 HP） 

https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/mext_01036.html 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/mext_00001.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/mext_01584.html
https://www.mext.go.jp/content/20220323-mxt_kyoikujinzai01-000011979_02.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20220323-mxt_kyoikujinzai01-000011979_02.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20230324-mxt_kyoikujinzai02-100000009_9.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20230324-mxt_kyoikujinzai02-100000009_9.pdf
https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/mext_01036.html
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 児童生徒への性暴力等防止に関する教育委員会等における取組事例集及び

教育職員向け研修用動画（文部科学省 HP） 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/mext_01196.html 

 性犯罪・性暴力対策の強化について（「生命（いのち）の安全教育」を含

む。）（文部科学省 HP） 

https://www.mext.go.jp/a_menu/danjo/anzen/index.html 

 個人情報保護関連法令・ガイドライン等（個人情報保護委員会 HP） 

https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/ 

 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案（法務省 HP） 

https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00198.html 

 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の

影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律案（法務省 HP） 

https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00199.html 

 
 
別添資料 

１ 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律（令和５年法律第 66 号）及び

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態

の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律（令和５年法律第 67号） 

①本文（関係部分抜粋） 

②新旧対照表（関係部分抜粋） 

２ 「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針」

の改訂（新旧対照表） 

３ 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律（令和３年法

律第 57号）及び関係法令（令和５年７月 13日施行後） 

 

 

本件担当：文部科学省 代表電話：03-5253-4111 

（全体に関すること） 

総合教育政策局 教育人材政策課 

教員免許・研修企画室 法規係 

内線：3969,3968 

（「児童生徒性暴力等」の定義に関すること） 

初等中等教育局 初等中等教育企画課 教育公務員係 

内線：2588 

 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/mext_01196.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/danjo/anzen/index.html
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/
https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00198.html
https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00199.html


刑
法
及
び
刑
事
訴
訟
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
抄
）

第
一
条
～
第
三
条

（
略
）

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
二
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
四
条
第
一
項
及
び
第
五
条
の
規
定

公
布
の
日

二

第
三
条
中
刑
事
訴
訟
法
第
三
百
二
十
一
条
の
二
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
同
法
第
三
百
二
十
三
条
の
改
正

規
定
並
び
に
附
則
第
四
条
第
三
項
の
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め

る
日

三

附
則
第
十
九
条
の
規
定

刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
二
十
八
号
）
附
則
第
一
条
第

四
号
に
定
め
る
日

第
二
条
～
第
十
四
条

（
略
）
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nozomi-sato
テキストボックス
別添１①本文



（
教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
五
十
七
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
第
一
号
中
「
第
百
七
十
七
条
」
を
「
第
百
七
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
児
童
買
春
、

児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
規
制
及
び
処
罰
並
び
に
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
刑
法
第
百
八
十
二
条
の
罪
又

は
児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
規
制
及
び
処
罰
並
び
に
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

（
教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
六
条

前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
三

項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
行
わ
れ
た
同
号
に
規
定
す
る
刑
法
第
百
八
十
二

条
の
罪
に
当
た
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

第
十
七
条
～
第
二
十
一
条

（
略
）
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性
的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
押
収
物
に
記
録
さ
れ
た
性
的
な
姿
態
の
影
像
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
消

去
等
に
関
す
る
法
律

（
抄
）

第
一
条
～
第
二
十
八
条

（
略
）

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
章
及
び
附
則
第

三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
。

第
二
条
～
第
十
三
条

（
略
）

（
教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
五
十
七
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
第
三
号
中
「
罪
又
は
」
を
「
罪
、
」
に
改
め
、
「
ま
で
の
罪
」
の
下
に
「
又
は
性
的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
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行
為
等
の
処
罰
及
び
押
収
物
に
記
録
さ
れ
た
性
的
な
姿
態
の
影
像
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
消
去
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五

年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
罪
（
児
童
生
徒
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
る
。

（
教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
五
条

前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
三

項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
行
わ
れ
た
同
号
に
規
定
す
る
性
的
な
姿
態
を
撮

影
す
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
押
収
物
に
記
録
さ
れ
た
性
的
な
姿
態
の
影
像
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
消
去
等
に
関
す
る
法
律
第

二
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
罪
に
当
た
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

第
十
六
条
～
第
十
七
条

（
略
）
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刑
法
及
び
刑
事
訴
訟
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

新
旧
対
照
表
（
抄
）

○

教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
五
十
七
号
）
（
附
則
第
十
五
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
児
童
生
徒
性
暴
力
等
」
と
は
、
次
に

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
児
童
生
徒
性
暴
力
等
」
と
は
、
次
に

掲
げ
る
行
為
を
い
う
。

掲
げ
る
行
為
を
い
う
。

一

児
童
生
徒
等
に
性
交
等
（
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四

一

児
童
生
徒
等
に
性
交
等
（
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四

十
五
号
）
第
百
七
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
性
交
等
を
い

十
五
号
）
第
百
七
十
七
条
に
規
定
す
る
性
交
等
を
い
う
。
以

う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
す
る
こ
と
又
は
児

下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
す
る
こ
と
又
は
児
童
生
徒

童
生
徒
等
を
し
て
性
交
等
を
さ
せ
る
こ
と
（
児
童
生
徒
等
か

等
を
し
て
性
交
等
を
さ
せ
る
こ
と
（
児
童
生
徒
等
か
ら
暴
行

ら
暴
行
又
は
脅
迫
を
受
け
て
当
該
児
童
生
徒
等
に
性
交
等
を

又
は
脅
迫
を
受
け
て
当
該
児
童
生
徒
等
に
性
交
等
を
し
た
場

し
た
場
合
及
び
児
童
生
徒
等
の
心
身
に
有
害
な
影
響
を
与
え

合
及
び
児
童
生
徒
等
の
心
身
に
有
害
な
影
響
を
与
え
る
お
そ

る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合

れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
を
除
く

を
除
く
。
）
。

。
）
。

二

（
略
）

二

（
略
）

三

刑
法
第
百
八
十
二
条
の
罪
又
は
児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ

三

児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
規
制
及
び
処

に
係
る
行
為
等
の
規
制
及
び
処
罰
並
び
に
児
童
の
保
護
等
に

罰
並
び
に
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法

関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
五
十
二
号
。
次
号
に
お

律
第
五
十
二
号
。
次
号
に
お
い
て
「
児
童
ポ
ル
ノ
法
」
と
い

い
て
「
児
童
ポ
ル
ノ
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
か
ら
第
八
条

う
。
）
第
五
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
罪
に
当
た
る
行
為
を
す

ま
で
の
罪
に
当
た
る
行
為
を
す
る
こ
と
（
前
二
号
に
掲
げ
る

る
こ
と
（
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
。

も
の
を
除
く
。
）
。

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）

４
～
６

（
略
）

４
～
６

（
略
）
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nozomi-sato
テキストボックス
別添１②新旧対照表



性
的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
押
収
物
に
記
録
さ
れ
た
性
的
な
姿
態
の
影
像
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
消
去
等
に
関
す
る
法
律

新
旧
対
照
表
（
抄
）

○

教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
五
十
七
号
）
（
附
則
第
十
四
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
児
童
生
徒
性
暴
力
等
」
と
は
、
次
に

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
児
童
生
徒
性
暴
力
等
」
と
は
、
次
に

掲
げ
る
行
為
を
い
う
。

掲
げ
る
行
為
を
い
う
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

刑
法
第
百
八
十
二
条
の
罪
、
児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に

三

刑
法
第
百
八
十
二
条
の
罪
又
は
児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ

係
る
行
為
等
の
規
制
及
び
処
罰
並
び
に
児
童
の
保
護
等
に
関

に
係
る
行
為
等
の
規
制
及
び
処
罰
並
び
に
児
童
の
保
護
等
に

す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
五
十
二
号
。
次
号
に
お
い

関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
五
十
二
号
。
次
号
に
お

て
「
児
童
ポ
ル
ノ
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
か
ら
第
八
条
ま

い
て
「
児
童
ポ
ル
ノ
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
か
ら
第
八
条

で
の
罪
又
は
性
的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
行
為
等
の
処
罰
及
び

ま
で
の
罪
に
当
た
る
行
為
を
す
る
こ
と
（
前
二
号
に
掲
げ
る

押
収
物
に
記
録
さ
れ
た
性
的
な
姿
態
の
影
像
に
係
る
電
磁
的

も
の
を
除
く
。
）
。

記
録
の
消
去
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
六
十
七

号
）
第
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
罪
（
児
童
生
徒
等
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
に
当
た
る
行
為
を
す
る
こ
と
（
前
二
号
に

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
。

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）
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「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針」の改訂（新旧対照表） 

 

※該当箇所のみ抜粋。また、脚注及び形式的な文言等の修正については省略する。 

改訂後 改訂前 

第１ 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な方針 

１ 法の趣旨及び目的、基本理念等 

（略） 

 

２ 児童生徒性暴力等の定義 

○ 児童生徒性暴力等は、次に掲げる行為をいう（法第２条第３項）。 

① 児童生徒等に性交等（刑法（明治 40 年法律第 45号）第 177 条第１項

に規定する性交等をいう。）をすること又は児童生徒等をして性交等を

させること（児童生徒等から暴行又は脅迫を受けて当該児童生徒等に性

交等をした場合及び児童生徒等の心身に有害な影響を与えるおそれが

ないと認められる特別の事情がある場合を除く。）。（法第２条第３項第

１号） 

② （略） 

③ 刑法第 182 条の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処

罰並びに児童の保護等に関する法律（平成 11 年法律第 52 号。以下 「児

童ポルノ法」という。）第５条から第８条までの罪又は性的な姿態を撮

影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る

電磁的記録の消去等に関する法律（令和５年法律第 67 号。以下「性的

姿態撮影等処罰法」という。）第２条から第６条までの罪（児童生徒等

に係るものに限る。）に当たる行為をすること（①及び②に掲げるもの

を除く。）。（法第２条第３項第３号） 

④・⑤ （略） 

 

○ ①について、刑法第 177 条の不同意性交等罪、児童福祉法（昭和 22 年

第１ 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な方針 

１ 法の趣旨及び目的、基本理念等 

（略） 

 

２ 児童生徒性暴力等の定義 

○ 児童生徒性暴力等は、次に掲げる行為をいう（法第２条第３項）。 

① 児童生徒等に性交等（刑法（明治 40 年法律第 45号）第 177 条に規定

する性交等をいう。）をすること又は児童生徒等をして性交等をさせる

こと（児童生徒等から暴行又は脅迫を受けて当該児童生徒等に性交等を

した場合及び児童生徒等の心身に有害な影響を与えるおそれがないと

認められる特別の事情がある場合を除く。）。（法第２条第３項第１号） 

 

② （略） 

③ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護

等に関する法律（平成 11 年法律第 52 号。④において「児童ポルノ法」

という。）第５条から第８条までの罪に当たる行為をすること（①及び

②に掲げるものを除く。）。（法第２条第３項第３号） 

 

 

 

 

④・⑤ （略） 

 

○ ①について、刑法第 177 条の強制性交等罪、児童福祉法（昭和 22 年法
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法律第 164 号）第 34 条第１項第６号の淫行罪に当たる行為や、いわゆる

青少年健全育成条例により禁止される性交等は、ここに含まれると考えら

れる。 

 

○ ②については、刑法第 176 条の不同意わいせつ罪、児童福祉法第 34 条

第１項第６号の淫行罪に当たる行為（①の場合を除く。）や、いわゆる青

少年健全育成条例により禁止されるわいせつ行為は、ここに含まれると考

えられる。 

 

○ ③については、 

 ・刑法第 182条の罪：16 歳未満の者に対するわいせつ目的での面会要求（同

条第１項）、面会（同条第２項）、性的な姿態を撮影した映像の要求（同条

第３項。いわゆる自撮り要求等）、 

 ・児童ポルノ法第５条から第８条までの罪に当たる行為 ：児童買春周旋（同

法第５条）、児童買春勧誘（同法第６条）、児童ポルノ所持、提供等（同法

第７条）、児童買春等目的人身売買等（同法第８条） （児童買春（同法第４

条）は明記されていないが、これは性交等に係る他の規定との重複を避け

るためであり、児童買春は児童生徒性暴力等の対象となる）、 

 ・性的姿態撮影等処罰法第２条から第６条までの罪に当たる行為 （児童生徒

等に係るものに限る。）8 ：児童生徒等に係る性的姿態等の撮影（同法第２

条）、性的影像記録の提供等（同法第３条）及び当該行為をする目的での

保管（同法第４条）、性的姿態等影像の送信（同法第５条）、及び記録（同

法第６条） 

 がここに含まれる。 

 

○ ④については、いわゆる迷惑防止条例により禁止される痴漢や③に含ま

れない盗撮などの行為などが、ここに含まれると考えられる。 

 

律第 164 号）第 34 条第１項第６号の淫行罪に当たる行為や、いわゆる青

少年健全育成条例により禁止される性交等は、ここに含まれると考えられ

る。 

 

○ ②については、刑法第 176 条の強制わいせつ罪、児童福祉法第 34 条第

１項第６号の淫行罪に当たる行為（①の場合を除く。）や、いわゆる青少

年健全育成条例により禁止されるわいせつ行為は、ここに含まれると考え

られる。 

 

○ ③については、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並び

に児童の保護等に関する法律第５条から第８条までの罪に当たる行為、す

なわち、児童買春周旋（同法第５条）、児童買春勧誘（同法第６条）、児童

ポルノ所持、提供等（同法第７条）、児童買春等目的人身売買等（同法第

８条）がここに含まれる。児童買春（同法第４条）は明記されていないが、

これは性交等に係る他の規定との重複を避けるためであり、児童買春は児

童生徒性暴力等の対象となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ ④については、いわゆる迷惑防止条例により禁止される痴漢や盗撮など

の行為などが、ここに含まれると考えられる。 
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第２ 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策の内容に

関する事項 

１ 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する施策 

（略） 

 

２ 教育職員等による児童生徒性暴力等の早期発見及び児童生徒性暴力等

への対処に関する施策 

（１）早期発見のための措置及び相談体制の整備 

（略） 

 

（２）教育職員等による児童生徒性暴力等の事実があると思われるときの措

置 

（学校の設置者への通報・報告等） 

○ なお、公立学校以外の学校において、児童生徒等が教育職員等による児

童生徒性暴力等を受けたと思われる事案が発覚した後、雇用者による懲戒

がなされる前に当該教育職員等が依願退職し雇用関係が消滅した場合な

どであっても、免許管理者 （免許法第２条第２項（構造改革特別区域法第

19条第１項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）に規定する各

都道府県及び認定市町村の教育委員会をいう。以下同じ。）において、教

育職員であった時期の非行に基づき教育職員免許法第 11 条第３項 に基

づく免許状の取上げ処分を行うことも可能である。 

 

（児童生徒等と教育職員等の接触回避等） 

○ 例えば、各学校において、当該教育職員等を担任から外したり、別の教

育職員等が授業を実施したりするようにすることや、児童生徒等と接触し

ない事務作業に従事させることなどにより、児童生徒等への影響が生じな

いようにすることが考えられる。また、このために対応が必要となること

も考えられることから、学校の設置者は、法第 18 条第 1 項の通報を受け

第２ 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策の内容に

関する事項 

１ 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する施策 

（略） 

 

２ 教育職員等による児童生徒性暴力等の早期発見及び児童生徒性暴力等

への対処に関する施策 

（１）早期発見のための措置及び相談体制の整備 

（略） 

 

（２）教育職員等による児童生徒性暴力等の事実があると思われるときの措

置 

（学校の設置者への通報・報告等） 

○ なお、公立学校以外の学校において、児童生徒等が教育職員等による児

童生徒性暴力等を受けたと思われる事案が発覚した後、雇用者による懲戒

がなされる前に当該教育職員等が依願退職し雇用関係が消滅した場合な

どであっても、免許管理者において、教育職員であった時期の非行に基づ

き教育職員免許法第 11 条第３項 に基づく免許状の取上げ処分を行うこ

とも可能である。 

 

 

 

（児童生徒等と教育職員等の接触回避等） 

○ 例えば、各学校において、当該教育職員等を担任から外したり、別の教

育職員等が授業を実施したりするようにすることや、児童生徒等と接触し

ない事務作業に従事させることなどにより、児童生徒等への影響が生じな

いようにすることが考えられる。また、このために対応が必要となること

も考えられることから、学校の設置者は、法第 18 条第 1 項の通報を受け
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た場合には、学校と緊密に連絡を取りつつ、迅速な支援に努める必要があ

る。なお、事実確認により児童生徒性暴力等を行ったことが明らかとなっ

た教育職員等に対する懲戒処分の決定がなされるまでの間の扱いについ

ても、同様の接触回避等の措置を行うことが当然に求められる。 

 

○ さらに、児童生徒性暴力等を行った教職員が起訴された場合には、公立

学校においては、分限処分としての起訴休職とすることも考えられる。 

 

（３）児童生徒性暴力等をした教育職員等に対する厳正な対処 

（略） 

 

３ 教育職員等の任命又は雇用に関する施策 

（１）データベースの整備及び特定免許状失効者等に関する情報の記録 

（削除） 

 

 

 

 

 

○ 特定免許状失効者等に該当する者を任命又は雇用しようとする場合に

は、法第３条において教育職員等は児童生徒性暴力等をしてはならないこ

ととされていることを踏まえ、少なくとも、当該希望者が児童生徒性暴力

等を再び行わないことの高度の蓋然性が認められる必要がある。特定免許

状失効者等に該当するか否かを確認するため、任命権者等は、教育職員を

任命又は雇用しようとするときは、法第 15 条第１項に基づき国が整備し、

令和５年４月１日より稼働しているデータベースの活用が義務付けられ

ている。 

 

た場合には、学校と緊密に連絡を取りつつ、迅速な支援に努める必要があ

る。児童生徒性暴力等を行った教職員が起訴された場合には、公立学校に

おいては、分限処分としての起訴休職とすることも考えられる。 

 

 

 （新設） 

 

 

（３）児童生徒性暴力等をした教育職員等に対する厳正な対処 

（略） 

 

３ 教育職員等の任命又は雇用に関する施策 

（１）データベースの整備等 

○ 国は、特定免許状失効者等の氏名及び特定免許状失効者等に係る免許状

の失効又は取上げの事由、その免許状の失効又は取上げの原因となった事

実等に関する情報に係るデータベースを、施行期日（公布の日（令和３年

６月４日）から起算して２年を超えない範囲内において政令で定める日）

までに整備する（法第 15 条、附則第１条）。 

 

 （新設） 
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○ 個人情報の取扱いやセキュリティの確保を含めたデータベースの適切

かつ有効な管理及び活用に当たっては、文部科学省から別途配布している

「特定免許状失効者管理システム 業務マニュアル」を確認するものとす

る。 

 

 

○ 免許管理者は、当該都道府県又は認定市町村において免許状を有する者

が特定免許状失効者等に該当するに至ったときは、失効又は取上げに係る

事実関係の把握を十分詳細に行った上で、法第 15 条第 1 項で規定する特

定免許状失効者等に関する情報をデータベースに迅速に記録するものと

する（法第 15条第２項）。 

 

○ データベースへの記録は、官報への公告を待つことなく、失効又は取上

げの効力が発生した日の翌日（行政機関の休日に関する法律（昭和 63 年

法律第 91 号）第１条第１項各号に定める休日を除く）までに記録を行う

ものとする。また、官報に公告がなされた後、速やかに官報公告年月日、

官報号数等の官報情報をデータベースに記録するものとする。 

 

○ データベースに記録する情報の期間は、当面、少なくとも 40 年間分の

記録を蓄積していくこととするが、記録情報の正確さを担保するために

も、各免許管理者においては、文書管理規則等に則った上で、特定免許状

失効者等の免許状の失効・取上げに関する行政文書の適切な保存期間等に

留意する必要がある。 

 

○ データベースに記録された情報は、要配慮個人情報を含む場合もある機

微な情報であることから、情報に触れるユーザーは任命又は雇用の判断に

当たって一定の権限を有する者に限定すること、データベースにアクセス

する端末及びユーザーID、パスワード、検索結果等の情報は紛失・盗難・

○ 任命権者等が、教育職員等を任命し、又は雇用しようとするときに、個

人情報の取扱いやセキュリティの確保を含め、データベースが適切かつ有

効に管理及び活用されるよう、国は、任命権者等及び所轄庁の協力も得な

がら、具体的な運用マニュアルの作成及び周知徹底等の必要な措置を講ず

る。 

 

○ 免許管理者である都道府県教育委員会は、当該都道府県において免許状

を有する者が特定免許状失効者等に該当するに至ったときは、法第 15 条

第 1 項で規定する特定免許状失効者等に関する情報をデータベースに迅

速に記録するものとする（法第 15条第２項）。 

 

 

 （新設） 

 

 

 

 

 

○ データベースに記録する情報の期間は、当面、少なくとも 40 年間分の

記録を蓄積していくこととするが、記録情報の正確さを担保するために

も、各都道府県教育委員会においては、文書管理規則等に則った上で、特

定免許状失効者等の免許状の失効・取上げに関する行政文書の適切な保存

期間等に留意する必要がある。 

 

 （新設） 
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漏えい防止措置を講じること、使用用途の終了した情報は速やかに復元不

可能な形で破棄することなどをはじめ、「個 人情報の保護に関する法律に

ついてのガイドライン（通則編）」（個人情報保護委員会）に例示された安

全管理措置を適切に施すこと。 

 

（２）教育職員等を任命又は雇用しようとするときのデータベースの活用等 

○ 任命権者等は、法の基本理念にのっとり、教育職員等を任命し、又は雇

用しようとするときは、国のデータベースを活用するものとする（法第７

条第１項）。データベースの活用は、教育職員等を任命し、又は雇用しよ

うとするときに限られ、目的外の用途に使用してはならない。 

 

○ データベースの活用は、国公私立の別や、前職の有無、免許状の種類、

常勤・非常勤・任期付任用・臨時的任用・再任用・会計年度任用職員等の

任用形態、フルタイム・パートタイム等の勤務時間等によらず、教育職員

等を任命し、又は雇用しようとする全ての任命権者等に義務付けられてい

ることに留意する必要がある。また、他機関との人事交流等により任命又

は雇用する際（国立大学法人と教育委員会との人事交流や、教育委員会事

務局職員等の行政職から教育職員等への採用等）にも、活用義務がある。 

 

○ 任命又は雇用を希望する者が特定免許状失効者等に該当することがデ

ータベースの活用等により判明した場合、その情報を端緒として、採用面

接等を通じ経歴等のより詳細な確認を行うなど、法の基本理念にのっと

り、十分に慎重に、適切な任命又は雇用の判断を行う必要がある。その際

には、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）にのっとり、

適切に情報を取り扱うこと。 

 

○ 採用選考時の関係書類においても、賞罰欄等を設けた上で、刑事罰のみ

でなく、懲戒処分歴や児童生徒性暴力等の懲戒処分の原因となった具体的

 

 

 

 

 

（２）教育職員等を任命又は雇用しようとするときの取組 

○ 任命権者等は、法の基本理念にのっとり、教育職員等を任命し、又は雇

用しようとするときは、国のデータベースを活用するものとする（法第７

条第１項）。 

 

 

○ データベースの活用は教育職員等を任命し、又は雇用しようとする全て

の任命権者等に義務付けられているものであり、任命又は雇用を希望する

者が特定免許状失効者等に該当することがデータベースの活用等により

判明した場合、その情報を端緒として、採用面接等を通じ経歴等のより詳

細な確認を行うなど、法の基本理念にのっとり、十分に慎重に、適切な任

命又は雇用の判断を行う必要がある。 

 

 

 （新設） 

 

 

 

 

 

 

 （新設） 
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な理由の明記を求めたりすることなどにより、任命又は雇用を希望する者

の経歴等を十分に確認し、適切な判断を行うことが必要であること。経歴

等を十分に確認した上での適切な判断は、前職の有無や、免許状の種類、

常勤・非常勤・任期付任用・臨時的任用・再任用・会計年度任用職員等の

任用形態、フルタイム・パートタイム等の勤務時間等によらず、全ての場

合において必要であること。 

 

４ 特定免許状失効者等に対する免許状の再授与に関する施策 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 特定免許状失効者等に対する免許状の再授与に関する施策 

（略） 
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教
育
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員
等
に
よ
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童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
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に
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す
る
法
律
（
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和
三
年
法
律
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五
十
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号
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第
一
章 

総
則 

（
目
的
） 

第
一
条 
こ
の
法
律
は
、
教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
が
児
童
生
徒
等
の
権
利
を
著
し
く
侵
害
し
、
児
童
生
徒
等

に
対
し
生
涯
に
わ
た
っ
て
回
復
し
難
い
心
理
的
外
傷
そ
の
他
の
心
身
に
対
す
る
重
大
な
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に

鑑
み
、
児
童
生
徒
等
の
尊
厳
を
保
持
す
る
た
め
、
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
禁
止
に
つ
い
て
定
め
る
と
と
も
に
、
教
育
職
員
等

に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
国
等
の
責
務
を
明
ら
か
に
し
、
基
本
指
針
の
策
定
、

教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
に
関
す
る
措
置
並
び
に
教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
早
期

発
見
及
び
児
童
生
徒
性
暴
力
等
へ
の
対
処
に
関
す
る
措
置
等
に
つ
い
て
定
め
、
あ
わ
せ
て
、
特
定
免
許
状
失
効
者
等
に
対
す

る
教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
の
特
例
等
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
教
育
職
員
等
に

よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関
す
る
施
策
を
推
進
し
、
も
っ
て
児
童
生
徒
等
の
権
利
利
益
の
擁
護
に
資
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
学
校
」
と
は
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
幼
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稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
並
び
に
就
学
前
の
子
ど
も

に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に

規
定
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
い
う
。 

２ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
児
童
生
徒
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。 

一 

学
校
に
在
籍
す
る
幼
児
、
児
童
又
は
生
徒 

二 

十
八
歳
未
満
の
者
（
前
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
） 

３ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
児
童
生
徒
性
暴
力
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
い
う
。 

一 

児
童
生
徒
等
に
性
交
等
（
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
百
七
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
性
交
等
を
い

う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
す
る
こ
と
又
は
児
童
生
徒
等
を
し
て
性
交
等
を
さ
せ
る
こ
と
（
児
童
生
徒
等
か

ら
暴
行
又
は
脅
迫
を
受
け
て
当
該
児
童
生
徒
等
に
性
交
等
を
し
た
場
合
及
び
児
童
生
徒
等
の
心
身
に
有
害
な
影
響
を
与
え

る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
。 

二 

児
童
生
徒
等
に
わ
い
せ
つ
な
行
為
を
す
る
こ
と
又
は
児
童
生
徒
等
を
し
て
わ
い
せ
つ
な
行
為
を
さ
せ
る
こ
と
（
前
号
に

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
。 
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三 

刑
法
第
百
八
十
二
条
の
罪
、
児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
規
制
及
び
処
罰
並
び
に
児
童
の
保
護
等
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
五
十
二
号
。
次
号
に
お
い
て
「
児
童
ポ
ル
ノ
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
か
ら
第
八
条
ま

で
の
罪
又
は
性
的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
押
収
物
に
記
録
さ
れ
た
性
的
な
姿
態
の
影
像
に
係
る
電
磁
的

記
録
の
消
去
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
罪
（
児
童
生
徒
等
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
に
当
た
る
行
為
を
す
る
こ
と
（
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
。 

四 

児
童
生
徒
等
に
次
に
掲
げ
る
行
為
（
児
童
生
徒
等
の
心
身
に
有
害
な
影
響
を
与
え
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
児
童

生
徒
等
を
著
し
く
羞
恥
さ
せ
、
若
し
く
は
児
童
生
徒
等
に
不
安
を
覚
え
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
を
す
る
こ
と
又
は
児
童
生
徒

等
を
し
て
そ
の
よ
う
な
行
為
を
さ
せ
る
こ
と
（
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
。 

イ 

衣
服
そ
の
他
の
身
に
着
け
る
物
の
上
か
ら
又
は
直
接
に
人
の
性
的
な
部
位
（
児
童
ポ
ル
ノ
法
第
二
条
第
三
項
第
三
号

に
規
定
す
る
性
的
な
部
位
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
身
体
の
一
部
に
触
れ
る
こ
と
。 

ロ 

通
常
衣
服
で
隠
さ
れ
て
い
る
人
の
下
着
又
は
身
体
を
撮
影
し
、
又
は
撮
影
す
る
目
的
で
写
真
機
そ
の
他
の
機
器
を
差

し
向
け
、
若
し
く
は
設
置
す
る
こ
と
。 

五 

児
童
生
徒
等
に
対
し
、
性
的
羞
恥
心
を
害
す
る
言
動
で
あ
っ
て
、
児
童
生
徒
等
の
心
身
に
有
害
な
影
響
を
与
え
る
も
の
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を
す
る
こ
と
（
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
。 

４ 
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
」
と
は
、
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
及
び
早
期
発
見
並
び
に
児

童
生
徒
性
暴
力
等
へ
の
対
処
を
い
う
。 

５ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
教
育
職
員
等
」
と
は
、
教
育
職
員
（
教
育
職
員
免
許
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
教
育
職
員
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
並
び
に
学
校
の
校
長
（
園
長
を
含
む
。
）
、
副
校
長
（
副
園
長
を
含
む
。
）
、
教
頭
、
実
習
助
手
及

び
寄
宿
舎
指
導
員
を
い
う
。 

６ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
免
許
状
失
効
者
等
」
と
は
、
児
童
生
徒
性
暴
力
等
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
り
教
育
職
員
免
許
法

第
十
条
第
一
項
（
第
一
号
又
は
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
免
許
状
が
失
効
し
た
者
及
び
児
童
生
徒
性

暴
力
等
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
り
同
法
第
十
一
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
状
取
上
げ
の
処
分
を
受
け
た
者
を

い
う
。 

（
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
禁
止
） 

第
三
条 

教
育
職
員
等
は
、
児
童
生
徒
性
暴
力
等
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

（
基
本
理
念
） 
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第
四
条 

教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関
す
る
施
策
は
、
教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等

が
全
て
の
児
童
生
徒
等
の
心
身
の
健
全
な
発
達
に
関
係
す
る
重
大
な
問
題
で
あ
る
と
い
う
基
本
的
認
識
の
下
に
行
わ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関
す
る
施
策
は
、
児
童
生
徒
等
が
安
心
し
て
学
習
そ
の
他
の
活
動

に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
学
校
の
内
外
を
問
わ
ず
教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
を
根
絶
す
る
こ
と
を

旨
と
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関
す
る
施
策
は
、
被
害
を
受
け
た
児
童
生
徒
等
を
適
切
か
つ
迅
速

に
保
護
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関
す
る
施
策
は
、
教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
が
懲

戒
免
職
の
事
由
（
解
雇
の
事
由
と
し
て
懲
戒
免
職
の
事
由
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
。
）
と
な
り
得
る
行
為
で
あ
る
の
み
な

ら
ず
、
児
童
生
徒
等
及
び
そ
の
保
護
者
か
ら
の
教
育
職
員
等
に
対
す
る
信
頼
を
著
し
く
低
下
さ
せ
、
学
校
教
育
の
信
用
を
傷

つ
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
児
童
生
徒
性
暴
力
等
を
し
た
教
育
職
員
等
に
対
す
る
懲
戒
処
分
等
に
つ
い
て
、
適
正
か

つ
厳
格
な
実
施
の
徹
底
を
図
る
た
め
の
措
置
が
と
ら
れ
る
こ
と
を
旨
と
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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５ 

教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関
す
る
施
策
は
、
国
、
地
方
公
共
団
体
、
学
校
、
医
療
関
係
者
そ

の
他
の
関
係
者
の
連
携
の
下
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
国
の
責
務
） 

第
五
条 

国
は
、
前
条
の
基
本
理
念
（
以
下
単
に
「
基
本
理
念
」
と
い
う
。
）
に
の
っ
と
り
、
教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒

性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
に
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。 

（
地
方
公
共
団
体
の
責
務
） 

第
六
条 

地
方
公
共
団
体
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関
す
る
施
策

に
つ
い
て
、
国
と
協
力
し
つ
つ
、
そ
の
地
域
の
状
況
に
応
じ
た
施
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。 

（
任
命
権
者
等
の
責
務
） 

第
七
条 

教
育
職
員
等
を
任
命
し
、
又
は
雇
用
す
る
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
教
育
職
員
等
を
任
命
し
、
又
は
雇
用
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
十
五
条
第
一
項
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
活
用
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

公
立
学
校
（
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
学
校
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
教
育
職
員
等
の
任
命
権
者
は
、
基

本
理
念
に
の
っ
と
り
、
児
童
生
徒
性
暴
力
等
を
し
た
教
育
職
員
等
に
対
す
る
適
正
か
つ
厳
格
な
懲
戒
処
分
の
実
施
の
徹
底
を
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図
る
も
の
と
す
る
。 

３ 
公
立
学
校
以
外
の
学
校
の
教
育
職
員
等
を
雇
用
す
る
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
児
童
生
徒
性
暴
力
等
を
し
た
教
育

職
員
等
に
対
し
、
懲
戒
の
実
施
そ
の
他
の
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
再
発
の
防
止
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す

る
。 

（
学
校
の
設
置
者
の
責
務
） 

第
八
条 

学
校
の
設
置
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
そ
の
設
置
す
る
学
校
に
お
け
る
教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴

力
等
の
防
止
等
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
責
務
を
有
す
る
。 

（
学
校
の
責
務
） 

第
九
条 

学
校
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
関
係
者
と
の
連
携
を
図
り
つ
つ
、
学
校
全
体
で
教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒

性
暴
力
等
の
防
止
及
び
早
期
発
見
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
当
該
学
校
に
在
籍
す
る
児
童
生
徒
等
が
教
育
職
員
等
に
よ
る
児

童
生
徒
性
暴
力
等
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
と
き
は
、
適
切
か
つ
迅
速
に
こ
れ
に
対
処
す
る
責
務
を
有
す
る
。 

（
教
育
職
員
等
の
責
務
） 

第
十
条 

教
育
職
員
等
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
児
童
生
徒
性
暴
力
等
を
行
う
こ
と
が
な
い
よ
う
教
育
職
員
等
と
し
て
の
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倫
理
の
保
持
を
図
る
と
と
も
に
、
そ
の
勤
務
す
る
学
校
に
在
籍
す
る
児
童
生
徒
等
が
教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力

等
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
と
き
は
、
適
切
か
つ
迅
速
に
こ
れ
に
対
処
す
る
責
務
を
有
す
る
。 

（
法
制
上
の
措
置
等
） 

第
十
一
条 

国
は
、
教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関
す
る
施
策
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
法
制
上

又
は
財
政
上
の
措
置
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

地
方
公
共
団
体
は
、
教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関
す
る
施
策
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
財

政
上
の
措
置
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

第
二
章 

基
本
指
針 

第
十
二
条 

文
部
科
学
大
臣
は
、
教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
効
果
的

に
推
進
す
る
た
め
の
基
本
的
な
指
針
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
基
本
指
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

基
本
指
針
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

一 

教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針 

二 

教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関
す
る
施
策
の
内
容
に
関
す
る
事
項 
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三 

そ
の
他
学
校
に
お
い
て
児
童
生
徒
等
と
接
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関
す
る

重
要
事
項 

３ 

文
部
科
学
大
臣
は
、
基
本
指
針
を
定
め
、
又
は
変
更
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
内
閣
総
理
大
臣
に
協
議
す
る
も
の
と

す
る
。 第

三
章 

教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
に
関
す
る
措
置 

（
教
育
職
員
等
に
対
す
る
啓
発
等
） 

第
十
三
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
教
育
職
員
等
に
対
し
、
児
童
生
徒
等
の
人
権
、
特
性
等
に
関
す
る
理
解
及
び
児
童
生

徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関
す
る
理
解
を
深
め
る
た
め
の
研
修
及
び
啓
発
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
教
育
職
員
の
養
成
課
程
に
お
け
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関
す
る
教
育
の
充
実
そ

の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

教
育
職
員
の
養
成
課
程
を
有
す
る
大
学
は
、
当
該
教
育
職
員
の
養
成
課
程
を
履
修
す
る
学
生
が
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防

止
等
に
関
す
る
理
解
を
深
め
る
た
め
の
措
置
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
児
童
生
徒
等
に
対
す
る
啓
発
） 
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第
十
四
条 

国
、
地
方
公
共
団
体
、
学
校
の
設
置
者
及
び
そ
の
設
置
す
る
学
校
は
、
児
童
生
徒
等
の
尊
厳
を
保
持
す
る
た
め
、

児
童
生
徒
等
に
対
し
て
、
何
人
か
ら
も
児
童
生
徒
性
暴
力
等
に
よ
り
自
己
の
身
体
を
侵
害
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
こ
と
に
つ
い
て
周
知
徹
底
を
図
る
と
と
も
に
、
特
に
教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
が
児
童
生
徒
等
の
権
利
を

著
し
く
侵
害
し
、
児
童
生
徒
等
に
対
し
生
涯
に
わ
た
っ
て
回
復
し
難
い
心
理
的
外
傷
そ
の
他
の
心
身
に
対
す
る
重
大
な
影
響

を
与
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
児
童
生
徒
等
に
対
し
て
、
教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
に
よ
り
自
己
の

身
体
を
侵
害
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
及
び
被
害
を
受
け
た
児
童
生
徒
等
に
対
し
て
第
二
十
条
第
一
項
（
第

二
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
保
護
及
び
支
援
が
行
わ
れ
る
こ
と
等
に
つ
い
て
周
知
徹
底
を
図
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
整
備
等
） 

第
十
五
条 

国
は
、
特
定
免
許
状
失
効
者
等
の
氏
名
及
び
特
定
免
許
状
失
効
者
等
に
係
る
免
許
状
の
失
効
又
は
取
上
げ
の
事

由
、
そ
の
免
許
状
の
失
効
又
は
取
上
げ
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
等
に
関
す
る
情
報
に
係
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
整
備
そ
の
他
の

特
定
免
許
状
失
効
者
等
に
関
す
る
正
確
な
情
報
を
把
握
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
は
、
当
該
都
道
府
県
に
お
い
て
教
育
職
員
の
免
許
状
を
有
す
る
者
が
特
定
免
許
状
失
効
者
等
と
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な
っ
た
と
き
は
、
前
項
の
情
報
を
同
項
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
迅
速
に
記
録
す
る
こ
と
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と

す
る
。 

（
児
童
生
徒
性
暴
力
等
対
策
連
絡
協
議
会
） 

第
十
六
条 

地
方
公
共
団
体
は
、
教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関
係
す
る
機
関
及
び
団
体
の
連
携
を

図
る
た
め
、
学
校
、
教
育
委
員
会
、
都
道
府
県
警
察
そ
の
他
の
関
係
者
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
対
策
連
絡

協
議
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

第
四
章 

教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
早
期
発
見
及
び
児
童
生
徒
性
暴
力
等
へ
の
対
処
に
関
す
る
措
置

等 

（
教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
早
期
発
見
の
た
め
の
措
置
） 

第
十
七
条 

学
校
の
設
置
者
及
び
そ
の
設
置
す
る
学
校
は
、
当
該
学
校
に
お
け
る
教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
を

早
期
に
発
見
す
る
た
め
、
当
該
学
校
に
在
籍
す
る
児
童
生
徒
等
及
び
教
育
職
員
等
に
対
す
る
定
期
的
な
調
査
そ
の
他
の
必
要

な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
に
関
す
る
通
報
及
び
相
談
を
受
け
付
け
る
た
め
の
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体
制
の
整
備
等
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
に
対
す
る
措
置
） 

第
十
八
条 
教
育
職
員
等
、
地
方
公
共
団
体
の
職
員
そ
の
他
の
児
童
生
徒
等
か
ら
の
相
談
に
応
じ
る
者
及
び
児
童
生
徒
等
の
保

護
者
は
、
児
童
生
徒
等
か
ら
教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
に
係
る
相
談
を
受
け
た
場
合
等
に
お
い
て
、
教
育
職

員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
事
実
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
と
き
は
、
教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
を
受
け

た
と
思
わ
れ
る
児
童
生
徒
等
が
在
籍
す
る
学
校
又
は
当
該
学
校
の
設
置
者
へ
の
通
報
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
と
る
も
の
と

す
る
。 

２ 

教
育
職
員
等
、
地
方
公
共
団
体
の
職
員
そ
の
他
の
児
童
生
徒
等
か
ら
の
相
談
に
応
じ
る
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に

お
い
て
犯
罪
の
疑
い
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
と
き
は
、
速
や
か
に
、
所
轄
警
察
署
に
通
報
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

教
育
職
員
等
、
地
方
公
共
団
体
の
職
員
そ
の
他
の
児
童
生
徒
等
か
ら
の
相
談
に
応
じ
る
者
（
公
務
員
に
限
る
。
）
は
、
第

一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
犯
罪
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
と
き
は
、
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一

号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
告
発
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

学
校
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
報
を
受
け
た
と
き
そ
の
他
当
該
学
校
に
在
籍
す
る
児
童
生
徒
等
が
教
育
職
員
等
に
よ
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る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
と
き
は
、
直
ち
に
、
当
該
学
校
の
設
置
者
に
そ
の
旨
を
通
報
す
る
と
と
も

に
、
当
該
教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
事
実
の
有
無
の
確
認
を
行
う
た
め
の
措
置
を
講
じ
、
そ
の
結
果
を
当

該
学
校
の
設
置
者
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。 

５ 

学
校
は
、
前
項
の
措
置
を
講
ず
る
に
当
た
り
、
児
童
生
徒
等
の
人
権
及
び
特
性
に
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
名
誉
及
び

尊
厳
を
害
し
な
い
よ
う
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

学
校
は
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
す
る
ま
で
の
間
、
教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
を
受
け
た
と
思
わ

れ
る
児
童
生
徒
等
と
当
該
教
育
職
員
等
と
の
接
触
を
避
け
る
等
当
該
児
童
生
徒
等
の
保
護
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と

す
る
。 

７ 

学
校
は
、
第
四
項
の
場
合
に
お
い
て
犯
罪
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
直
ち
に
、
所
轄
警
察
署
に
通
報
し
、
当
該
警
察
署

と
連
携
し
て
こ
れ
に
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
専
門
家
の
協
力
を
得
て
行
う
調
査
） 

第
十
九
条 

学
校
の
設
置
者
は
、
前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
医
療
、
心
理
、
福
祉
及
び
法
律
に
関

す
る
専
門
的
な
知
識
を
有
す
る
者
の
協
力
を
得
つ
つ
、
当
該
報
告
に
係
る
事
案
に
つ
い
て
自
ら
必
要
な
調
査
を
行
う
も
の
と
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す
る
。 

２ 
学
校
の
設
置
者
は
、
前
項
の
調
査
を
行
う
に
当
た
り
、
児
童
生
徒
等
の
人
権
及
び
特
性
に
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
名

誉
及
び
尊
厳
を
害
し
な
い
よ
う
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

都
道
府
県
は
、
第
一
項
の
調
査
が
適
切
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
学
校
の
設
置
者
に
対
し
、
同
項
の
専
門
的
な
知
識
を
有
す
る

者
に
関
す
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
助
言
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
学
校
に
在
籍
す
る
児
童
生
徒
等
の
保
護
及
び
支
援
等
） 

第
二
十
条 

学
校
の
設
置
者
及
び
そ
の
設
置
す
る
学
校
は
、
医
療
、
心
理
、
福
祉
及
び
法
律
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
を
有
す

る
者
の
協
力
を
得
つ
つ
、
教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
を
受
け
た
当
該
学
校
に
在
籍
す
る
児
童
生
徒
等
の
保
護

及
び
支
援
並
び
に
そ
の
保
護
者
に
対
す
る
支
援
を
継
続
的
に
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

学
校
の
設
置
者
及
び
そ
の
設
置
す
る
学
校
は
、
前
項
に
規
定
す
る
児
童
生
徒
等
と
同
じ
学
校
に
在
籍
す
る
児
童
生
徒
等
に

対
す
る
心
理
に
関
す
る
支
援
そ
の
他
当
該
児
童
生
徒
等
及
び
そ
の
保
護
者
に
対
す
る
必
要
な
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
教
育
職
員
等
以
外
の
学
校
に
お
い
て
児
童
生
徒
等
と
接
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
へ
の
準

用
） 
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第
二
十
一
条 

第
十
七
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
教
育
職
員
等
以
外
の
学
校
に
お
い
て
児
童
生
徒
等
と
接
す
る
業
務
（
当

該
学
校
の
管
理
下
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。
）
に
従
事
す
る
者
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
（
当
該
学
校
の
児
童
生
徒
等
に

対
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

第
五
章 
特
定
免
許
状
失
効
者
等
に
対
す
る
教
育
職
員
免
許
法
の
特
例
等 

（
特
定
免
許
状
失
効
者
等
に
対
す
る
教
育
職
員
免
許
法
の
特
例
） 

第
二
十
二
条 

特
定
免
許
状
失
効
者
等
（
教
育
職
員
免
許
法
第
五
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
に

つ
い
て
は
、
そ
の
免
許
状
の
失
効
又
は
取
上
げ
の
原
因
と
な
っ
た
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
内
容
等
を
踏
ま
え
、
当
該
特
定
免

許
状
失
効
者
等
の
改
善
更
生
の
状
況
そ
の
他
そ
の
後
の
事
情
に
よ
り
再
び
免
許
状
を
授
与
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
場
合
に
限
り
、
再
び
免
許
状
を
授
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
再
び
免
許
状
を
授
与
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
都
道
府

県
教
育
職
員
免
許
状
再
授
与
審
査
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
は
、
教
育
職
員
免
許
法
第
十
条
第
二
項
（
同
法
第
十
一
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
特
定
免
許
状
失
効
者
等
か
ら
失
効
し
た
免
許
状
の
返
納
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
都
道
府
県
の
教
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育
委
員
会
そ
の
他
の
関
係
機
関
に
対
し
、
当
該
特
定
免
許
状
失
効
者
等
に
係
る
免
許
状
の
失
効
又
は
取
上
げ
の
原
因
と
な
っ

た
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
内
容
等
を
調
査
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
都
道
府
県
教
育
職
員
免
許
状
再
授
与
審
査
会
） 

第
二
十
三
条 
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
意
見
を
述
べ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
ら
せ
る
た
め
、
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
に
、
都

道
府
県
教
育
職
員
免
許
状
再
授
与
審
査
会
を
置
く
。 

２ 

都
道
府
県
教
育
職
員
免
許
状
再
授
与
審
査
会
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
。 

第
六
章 

雑
則 

（
政
令
へ
の
委
任
） 

第
二
十
四
条 

こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
実
施
の
た
め
の
手
続
そ
の
他
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要

な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

附 

則 

抄 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
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た
だ
し
、
第
七
条
第
一
項
及
び
第
十
五
条
並
び
に
附
則
第
五
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範

囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

第
二
条 

第
二
十
二
条
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
児
童

生
徒
性
暴
力
等
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
特
定
免
許
状
失
効
者
等
と
な
っ
た
者
に
係
る
免
許
状
の
再
授
与
に
つ
い
て
適
用

し
、
施
行
日
前
に
児
童
生
徒
性
暴
力
等
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
特
定
免
許
状
失
効
者
等
と
な
っ
た
者
に
係
る
免
許
状
の
再

授
与
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

２ 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

（
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
十
九
条
の
見
出
し
を
「
（
教
育
職
員
免
許
法
等
の
特
例
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
と
す
る
。
」
を
「
と
、
教
育

職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
二
条
第
二
項
中

「
教
育
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
委
員
会
（
構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
十
九
条
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第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
市
町
村
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
認
定
市
町
村
」
と
い
う
。
）
の
教
育
委
員
会
を

含
む
。
次
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
「
都
道
府
県
教
育
職
員
免
許
状
再
授
与
審
査
会
」
と
あ
る
の
は

「
都
道
府
県
教
育
職
員
免
許
状
再
授
与
審
査
会
（
認
定
市
町
村
に
お
い
て
は
市
町
村
教
育
職
員
免
許
状
再
授
与
審
査
会
。
同

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
す
る
。
」
に
改
め
る
。 

第
五
条 

構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
十
九
条
第
一
項
中
「
第
二
十
二
条
第
二
項
」
を
「
第
十
五
条
第
二
項
」
に
改
め
、
「
（
以
下
こ
の
項
」
の
下
に
「
及
び

第
二
十
二
条
第
二
項
」
を
加
え
、
「
次
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
」
を
「
以
下
同
じ
。
）
」
と
、

「
当
該
都
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
都
道
府
県
（
認
定
市
町
村
に
お
い
て
は
当
該
認
定
市
町
村
）
」
と
、
第
二
十
二
条

第
二
項
中
」
に
、
「
同
条
に
」
を
「
次
条
に
」
に
改
め
る
。 

（
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
の
一
部
改
正
） 

第
六
条 

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
十
条
第
三
項
の
表
第
十
九
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
の
項
中 
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第
十
二
条
の
三
第
十
一
項
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

   

「 

市
町
村
の
教 

育
委
員
会
。 

国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
に
係
る
関
係
地
方

公
共
団
体
で
あ
る
市
町
村
の
教
育
委
員
会
。 

 

」 

を 

「 
市
町
村
（
以
下 

市
町
村
の
教
育
委
員
会
。 

国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
（
国
家
戦
略
特
別

域
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七

号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
家
戦
略

特
別
区
域
会
議
を
い
う
。
）
に
係
る
関
係
地

方
公
共
団
体
で
あ
る
市
町
村
（
以
下 

国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
に
係
る
関
係
地
方

公
共
団
体
で
あ
る
市
町
村
の
教
育
委
員
会
。 

    

」 

  

 

に
改
め
る
。 

 

教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性

暴
力
等
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律

（
令
和
三
年
法
律
第
五
十
七
号
） 

第
七
条
第

二
項 

   

を
い
う 
を
い
い
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律

第
百
七
号
）
第
十
二
条
の
三
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る

特
定
公
立
国
際
教
育
学
校
等
を
除
く 
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（
検
討
） 

第
七
条 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
速
や
か
に
、
教
育
職
員
等
以
外
の
学
校
に
お
い
て
児
童
生
徒
等
と
接
す
る
業
務
に
従

事
す
る
者
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
に
関
す
る
措
置
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い

て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
速
や
か
に
、
児
童
生
徒
等
の
性
的
な
被
害
を
防
止
す
る
観
点
か
ら
、
児
童
生
徒
等
と
接
す

る
業
務
に
従
事
す
る
者
の
資
格
及
び
児
童
生
徒
等
に
性
的
な
被
害
を
与
え
た
者
に
係
る
照
会
制
度
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
検

討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

政
府
は
、
前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
に
つ

い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

附 

則
（
令
和
五
年
法
律
第
六
十
六
号
） 

抄 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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一 

第
二
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
四
条
第
一
項
及
び
第
五
条
の
規
定 

公
布
の
日 

二 
第
三
条
中
刑
事
訴
訟
法
第
三
百
二
十
一
条
の
二
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
同
法
第
三
百
二
十
三
条
の
改
正

規
定
並
び
に
附
則
第
四
条
第
三
項
の
規
定 

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め

る
日 

三 

附
則
第
十
九
条
の
規
定 

刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
二
十
八
号
）
附
則
第
一
条
第

四
号
に
定
め
る
日 

（
教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

第
十
六
条 

前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
三

項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
行
わ
れ
た
同
号
に
規
定
す
る
刑
法
第
百
八
十
二

条
の
罪
に
当
た
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。 

附 

則
（
令
和
五
年
法
律
第
六
十
七
号
） 

抄 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
章
及
び
附
則
第
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三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
。 

（
教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

第
十
五
条 

前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
三

項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
行
わ
れ
た
同
号
に
規
定
す
る
性
的
な
姿
態
を
撮

影
す
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
押
収
物
に
記
録
さ
れ
た
性
的
な
姿
態
の
影
像
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
消
去
等
に
関
す
る
法
律
第

二
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
罪
に
当
た
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。 
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○
教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
令
和
四
年
文
部
科
学
省
令
第
五
号
） 

 

教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
三
条
第
二
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
第
十
五
条
第
二
項
及
び
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
、
教
育
職
員
等
に
よ

る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 

（
免
許
管
理
者
に
よ
る
通
知
） 

第
一
条 

免
許
管
理
者
（
教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
免
許
管
理

者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
児
童
生
徒
性
暴
力
等
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
り
同
法
第
十
条
第

一
項
（
第
一
号
又
は
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
免
許
状
が
失
効
し
た
と
き
、
又
は
児
童
生
徒
性
暴
力

等
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
り
同
法
第
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
状
取
上
げ
の
処
分
を
行
っ
た
と
き

は
、
そ
の
旨
を
免
許
状
が
失
効
し
た
者
又
は
免
許
状
取
上
げ
の
処
分
を
受
け
た
者
の
免
許
状
を
授
与
し
た
授
与
権
者
（
同
法

関
係
法
令 
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第
五
条
第
七
項
に
規
定
す
る
授
与
権
者
を
い
い
、
免
許
管
理
者
を
除
く
。
）
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
所
轄
庁
に
よ
る
通
知
及
び
学
校
法
人
等
に
よ
る
報
告
） 

第
二
条 
所
轄
庁
（
大
学
附
置
の
国
立
学
校
（
教
育
職
員
免
許
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
国
立
学
校
を
い
う
。
次
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
又
は
公
立
学
校
（
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
公
立
学
校
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
教
育
職
員
等
（
学
校
に
お
い
て
児
童
生
徒
等
と
接
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者
を
含
み
、
免
許
状
を
有
し
な
い
者
を

除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
そ
の
大
学
の
学
長
、
大
学
附
置
の
学
校
以
外
の
公
立
学
校
（
幼
保
連

携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
除
く
。
）
の
教
育
職
員
等
に
あ
っ
て
は
そ
の
学
校
を
所
管
す
る
教
育
委
員
会
、
大
学
附
置
の
学
校
以

外
の
公
立
学
校
（
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
限
る
。
）
の
教
育
職
員
等
に
あ
っ
て
は
そ
の
学
校
を
所
管
す
る
地
方
公
共

団
体
の
長
、
私
立
学
校
（
同
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
私
立
学
校
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
教
育

職
員
等
に
あ
っ
て
は
都
道
府
県
知
事
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一

項
の
指
定
都
市
又
は
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
指
定
都
市
等
」
と
い

う
。
）
の
区
域
内
の
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
教
育
職
員
等
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
都
市
等
の
長
）
を
い
う
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
教
育
職
員
等
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
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の
旨
を
免
許
管
理
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
（
所
轄
庁
が
免
許
管
理
者
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
。 

一 
児
童
生
徒
性
暴
力
等
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
り
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
。 

二 

公
立
学
校
の
教
育
職
員
等
で
あ
っ
て
児
童
生
徒
性
暴
力
等
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
り
懲
戒
免
職
の
処
分
を
受
け
た
と
き

（
懲
戒
免
職
の
処
分
を
行
っ
た
者
が
免
許
管
理
者
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
。 

２ 

所
轄
庁
（
免
許
管
理
者
を
除
く
。
）
は
、
国
立
学
校
、
公
立
学
校
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十

八
号
）
第
六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
立
大
学
法
人
が
設
置
す
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
私
立
学
校
の
教
育
職
員
等
が

児
童
生
徒
性
暴
力
等
を
行
い
、
前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
者
の
場
合
に
お
け
る
懲
戒
免
職
の
事
由
に
相
当
す
る
事
由
に
よ
り

解
雇
さ
れ
た
と
認
め
ら
れ
る
事
実
が
あ
る
と
思
料
す
る
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
免
許
管
理
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す

る
。 

３ 

学
校
法
人
等
（
教
育
職
員
免
許
法
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
学
校
法
人
等
を
い
う
。
）
は
、
そ
の
設
置
す
る
私
立
学
校

の
教
育
職
員
等
に
つ
い
て
、
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
と
認
め
た
と
き
、
又
は
児
童
生
徒
性
暴
力
等
を
行
っ
た
こ
と
に
よ

り
当
該
教
育
職
員
等
を
解
雇
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
解
雇
の
事
由
が
前
項
に
定
め
る
事
由
に
該
当
す
る
と
思
料
す
る
と

き
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
所
轄
庁
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。 
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（
都
道
府
県
教
育
職
員
免
許
状
再
授
与
審
査
会
の
委
員
） 

第
三
条 

都
道
府
県
教
育
職
員
免
許
状
再
授
与
審
査
会
（
以
下
「
審
査
会
」
と
い
う
。
）
の
委
員
は
、
児
童
生
徒
性
暴
力
等
に

関
す
る
学
識
経
験
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
が
任
命
す
る
。 

２ 

委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。 

３ 

委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
会
長
） 

第
四
条 

審
査
会
に
会
長
を
置
き
、
委
員
の
互
選
に
よ
り
選
任
す
る
。 

２ 

会
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
審
査
会
を
代
表
す
る
。 

３ 

会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
指
名
す
る
委
員
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。 

（
議
事
） 

第
五
条 

審
査
会
は
、
委
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
会
議
を
開
き
、
議
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

２ 

審
査
会
の
議
事
は
、
会
議
に
出
席
し
た
委
員
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
会
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。 
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３ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
審
査
会
は
、
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
に
対
し
、
特
定
免
許
状
失
効
者
等
に
つ
い
て
、
再

び
免
許
状
を
授
与
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
旨
の
意
見
を
述
べ
る
に
当
た
っ
て
は
、
出
席
委
員
全
員
か
ら
意
見

を
聴
い
た
上
で
、
原
則
と
し
て
、
出
席
委
員
の
全
員
一
致
を
も
っ
て
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
審
査

会
に
お
い
て
議
論
を
尽
く
し
て
も
、
出
席
委
員
全
員
の
意
見
が
一
致
し
な
い
と
き
は
、
出
席
委
員
の
過
半
数
の
同
意
を
得
た

意
見
を
審
査
会
の
意
見
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
雑
則
） 

第
六
条 

前
三
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
審
査
会
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
規

則
で
定
め
る
。 

附 

則 

抄 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
省
令
は
、
教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

第
二
条 

第
一
条
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
児
童
生
徒
性
暴
力
等
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
り
免
許
状
が
失
効
し
た
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者
、
又
は
児
童
生
徒
性
暴
力
等
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
り
免
許
状
取
上
げ
の
処
分
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。 
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○
教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
） 

抄 

 

（
授
与
） 

第
五
条 

普
通
免
許
状
は
、
別
表
第
一
、
別
表
第
二
若
し
く
は
別
表
第
二
の
二
に
定
め
る
基
礎
資
格
を
有
し
、
か
つ
、
大
学
若

し
く
は
文
部
科
学
大
臣
の
指
定
す
る
養
護
教
諭
養
成
機
関
に
お
い
て
別
表
第
一
、
別
表
第
二
若
し
く
は
別
表
第
二
の
二
に
定

め
る
単
位
を
修
得
し
た
者
又
は
そ
の
免
許
状
を
授
与
す
る
た
め
行
う
教
育
職
員
検
定
に
合
格
し
た
者
に
授
与
す
る
。
た
だ

し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
は
、
授
与
し
な
い
。 

一
・
二 

略 

三 

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者 

四 

第
十
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
該
当
す
る
こ
と
に
よ
り
免
許
状
が
そ
の
効
力
を
失
い
、
当
該
失
効
の
日
か
ら
三

年
を
経
過
し
な
い
者 
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五 

第
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
免
許
状
取
上
げ
の
処
分
を
受
け
、
当
該
処
分
の
日
か
ら
三
年
を
経

過
し
な
い
者 

六 

略 

２ 

特
別
免
許
状
は
、
教
育
職
員
検
定
に
合
格
し
た
者
に
授
与
す
る
。
た
だ
し
、
前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に

は
、
授
与
し
な
い
。 

３
・
４ 

略  

５ 

臨
時
免
許
状
は
、
普
通
免
許
状
を
有
す
る
者
を
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
限
り
、
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も

該
当
し
な
い
者
で
教
育
職
員
検
定
に
合
格
し
た
も
の
に
授
与
す
る
。
た
だ
し
、
高
等
学
校
助
教
諭
の
臨
時
免
許
状
は
、
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
以
外
の
者
に
は
授
与
し
な
い
。 

一
・
二 

略 

（
失
効
） 

第
十
条 

免
許
状
を
有
す
る
者
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
免
許
状
は
そ
の
効
力
を
失
う
。 

一 

第
五
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
六
号
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
。 
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二 

公
立
学
校
の
教
員
で
あ
つ
て
懲
戒
免
職
の
処
分
を
受
け
た
と
き
。 

三 
公
立
学
校
の
教
員
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲

げ
る
者
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
同
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
該
当
す
る
と
し
て
分
限

免
職
の
処
分
を
受
け
た
と
き
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
状
が
失
効
し
た
者
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
免
許
状
を
免
許
管
理
者
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

（
取
上
げ
） 

第
十
一
条 

国
立
学
校
、
公
立
学
校
（
公
立
大
学
法
人
が
設
置
す
る
も
の
に
限
る
。
次
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
私

立
学
校
の
教
員
が
、
前
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
者
の
場
合
に
お
け
る
懲
戒
免
職
の
事
由
に
相
当
す
る
事
由
に
よ
り
解

雇
さ
れ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
免
許
管
理
者
は
、
そ
の
免
許
状
を
取
り
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

免
許
状
を
有
す
る
者
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
免
許
管
理
者
は
、
そ
の
免
許
状
を
取
り
上
げ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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一 

国
立
学
校
、
公
立
学
校
又
は
私
立
学
校
の
教
員
（
地
方
公
務
員
法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
に
相
当

す
る
者
を
含
む
。
）
で
あ
つ
て
、
前
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
者
の
場
合
に
お
け
る
同
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
一

号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
分
限
免
職
の
事
由
に
相
当
す
る
事
由
に
よ
り
解
雇
さ
れ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。 

二 

地
方
公
務
員
法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
公
立
学
校
の
教
員
で
あ
つ
て
、
前
条
第
一
項

第
三
号
に
規
定
す
る
者
の
場
合
に
お
け
る
同
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
分
限
免
職
の
事
由
に

相
当
す
る
事
由
に
よ
り
免
職
の
処
分
を
受
け
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。 

３ 

免
許
状
を
有
す
る
者
（
教
育
職
員
以
外
の
者
に
限
る
。
）
が
、
法
令
の
規
定
に
故
意
に
違
反
し
、
又
は
教
育
職
員
た
る
に

ふ
さ
わ
し
く
な
い
非
行
が
あ
つ
て
、
そ
の
情
状
が
重
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
免
許
管
理
者
は
、
そ
の
免
許
状
を
取
り
上

げ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

前
三
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
状
取
上
げ
の
処
分
を
行
つ
た
と
き
は
、
免
許
管
理
者
は
、
そ
の
旨
を
直
ち
に
そ
の
者
に
通
知

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
免
許
状
は
、
そ
の
通
知
を
受
け
た
日
に
効
力
を
失
う
も
の
と
す
る
。 

５ 

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
状
が
失
効
し
た
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
聴
聞
の
方
法
の
特
例
） 
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第
十
二
条 

免
許
管
理
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
免
許
状
取
上
げ
の
処
分
に
係
る
聴
聞
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
聴
聞
の

期
日
の
三
十
日
前
ま
で
に
、
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
聴
聞
の
期
日
に
お
け
る
審
理
は
、
当
該
聴
聞
の
当
事
者
か
ら
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
公
開
に
よ
り
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

３ 

第
一
項
の
聴
聞
に
際
し
て
は
、
利
害
関
係
人
（
同
項
の
聴
聞
の
参
加
人
を
除
く
。
）
は
、
当
該
聴
聞
の
主
宰
者
に
対
し
、

当
該
聴
聞
の
期
日
ま
で
に
証
拠
書
類
又
は
証
拠
物
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

第
一
項
の
聴
聞
の
主
宰
者
は
、
当
該
聴
聞
の
期
日
に
お
け
る
証
人
の
出
席
に
つ
い
て
、
当
該
聴
聞
の
当
事
者
か
ら
請
求
が

あ
つ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
失
効
等
の
場
合
の
公
告
等
） 

第
十
三
条 

免
許
管
理
者
は
、
こ
の
章
の
規
定
に
よ
り
免
許
状
が
失
効
し
た
と
き
、
又
は
免
許
状
取
上
げ
の
処
分
を
行
つ
た
と

き
は
、
そ
の
免
許
状
の
種
類
及
び
失
効
又
は
取
上
げ
の
事
由
並
び
に
そ
の
者
の
氏
名
及
び
本
籍
地
を
官
報
に
公
告
す
る
と
と

も
に
、
そ
の
旨
を
そ
の
者
の
所
轄
庁
及
び
そ
の
免
許
状
を
授
与
し
た
授
与
権
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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２ 

こ
の
章
の
規
定
に
よ
り
免
許
状
が
失
効
し
、
若
し
く
は
免
許
状
取
上
げ
の
処
分
を
行
い
、
又
は
そ
の
旨
の
通
知
を
受
け
た

と
き
は
、
そ
の
免
許
状
を
授
与
し
た
授
与
権
者
は
、
こ
の
旨
を
第
八
条
第
一
項
の
原
簿
に
記
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
通
知
） 

第
十
四
条 

所
轄
庁
（
免
許
管
理
者
を
除
く
。
）
は
、
教
育
職
員
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
た
と
き

は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
免
許
管
理
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

第
五
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
六
号
に
該
当
す
る
と
き
。 

二 

第
十
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
該
当
す
る
と
き
（
懲
戒
免
職
又
は
分
限
免
職
の
処
分
を
行
つ
た
者
が
免
許
管
理
者

で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
。 

三 

第
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
該
当
す
る
事
実
が
あ
る
と
思
料
す
る
と
き
（
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
免
職
の
処
分
を

行
つ
た
者
が
免
許
管
理
者
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
。 

（
報
告
） 

第
十
四
条
の
二 

学
校
法
人
等
は
、
そ
の
設
置
す
る
私
立
学
校
の
教
員
に
つ
い
て
、
第
五
条
第
一
項
第
三
号
若
し
く
は
第
六
号

に
該
当
す
る
と
認
め
た
と
き
、
又
は
当
該
教
員
を
解
雇
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
解
雇
の
事
由
が
第
十
一
条
第
一
項
若
し
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く
は
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
事
由
に
該
当
す
る
と
思
料
す
る
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
所
轄
庁
に
報
告
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

（
特
定
免
許
状
失
効
者
等
に
係
る
免
許
状
の
再
授
与
） 

第
十
六
条
の
二 
教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二

条
第
六
項
に
規
定
す
る
特
定
免
許
状
失
効
者
等
（
第
五
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
の
免
許
状

の
再
授
与
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関
す

る
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 
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○
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
文
部
省
令
第
二
十
六
号
） 

抄 

 

第
七
十
四
条
の
二 

免
許
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
官
報
に
掲
載
し
て
行
う
も
の
と

す
る
。 

一 

氏
名 

二 

本
籍
地 

三 

免
許
状
の
種
類 

四 

授
与
権
者 

五 

免
許
状
授
与
年
月
日 

六 

免
許
状
の
番
号 

七 

失
効
又
は
取
上
げ
の
年
月
日 

八 

失
効
又
は
取
上
げ
の
事
由
（
免
許
法
第
十
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
失
効
若
し
く

は
取
上
げ
又
は
懲
戒
免
職
の
処
分
を
受
け
、
若
し
く
は
解
雇
さ
れ
た
校
長
、
副
校
長
、
教
頭
、
実
習
助
手
若
し
く
は
寄
宿
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舎
指
導
員
に
係
る
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
取
上
げ
に
あ
つ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
の
理
由
に
よ
る
懲
戒
免
職
又
は
解
雇

に
係
る
も
の
で
あ
る
か
の
別
を
含
む
。
） 

イ 
児
童
生
徒
性
暴
力
等
（
教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
三
項
に
規
定

す
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
を
い
う
。
） 

ロ 

わ
い
せ
つ
な
行
為
又
は
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
（
イ
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
） 

ハ 

交
通
法
規
違
反
又
は
交
通
事
故 

ニ 

教
員
の
職
務
に
関
し
行
つ
た
非
違
（
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
） 

ホ 

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
理
由
以
外
の
理
由 

第
七
十
四
条
の
三 

所
轄
庁
（
免
許
管
理
者
を
除
く
。
）
が
免
許
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
免
許
管
理
者
へ
の
通
知
を
行
う

場
合
（
そ
の
教
員
が
免
許
法
第
十
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
と
き
又
は
免
許
法
第
十
一
条
第
一
項
に
該
当
す
る
事
実
が

あ
る
と
思
料
す
る
と
き
に
限
る
。
）
又
は
学
校
法
人
等
が
免
許
法
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
所
轄
庁
へ
の
報
告
を
行
う

場
合
（
そ
の
行
つ
た
解
雇
の
事
由
が
免
許
法
第
十
一
条
第
一
項
に
定
め
る
事
由
に
該
当
す
る
と
思
料
す
る
と
き
に
限
る
。
）

に
は
、
そ
の
通
知
又
は
報
告
は
、
懲
戒
免
職
又
は
解
雇
の
理
由
が
前
条
第
八
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
と
思
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料
す
る
か
の
別
を
付
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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